
資料９
グリーン購入法の施行準備状況について

平 成 １ ３ 年 １ 月 ２ ６ 日
経済産業省リサイクル推進課

． （ ）１ グリーン購入法 国等による環境物品等の調達の推進に関する法律
は、国等による環境物品等の調達の推進、情報の提供その他の環境物
品等への需要の転換を促進することにより、環境への負荷の少ない持
続的発展が可能な社会の構築を図ることを目的として、平成１２年５
月に成立・公布された。

２．その後、政府においては、本年４月の同法施行に向けて、国等によ
る環境物品等の調達の推進に関する基本的方向や重点的に調達を推進
すべき環境物品等（特定調達品目）の種類及びその判断の基準、当該
基準を満たす物品等（特定調達物品等）の調達の推進に関する基本的
事項等を定める基本方針の策定に向け 「グリーン購入法に係る特定、
調達品目検討委員会（座長：山本良一東京大学教授 」を開催して、）
検討を実施してきたところ。

平成１２年９月 第１回委員会（検討すべき品目の例等の検討）
10月 第２回委員会（作業部会の検討状況等の検討）
11月 第３回委員会（基本方針骨子案等の検討）

基本方針の概要（案）のパブリックコメント
12月 第４回委員会（基本方針等の検討）

３．現在、上記の検討結果を踏まえ、基本方針の閣議決定に向けた政府
部内の検討作業を行っている。なお、特定調達品目については、平成
１３年度以降も原則年１回追加・見直しを行うこととなっている。

（別添１）グリーン購入法の仕組み
（別添２）環境庁がパブリックコメントに提出した「環境物品等の調達

の推進に関する基本方針の概要（案 」）
（別添３）パブリックコメントにかかる主な意見（第４回委員会資料と

して環境庁が作成・提出したもの）






















































































